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１ 三日里親とは
　　県内の児童養護施設に生活している子どもたちの中で、夏期の帰省時に、帰省先（家庭）のない子どもや家
庭の事情で帰省できない子どもを民間ボランティアに三日間預かってもらい、子どもたちが温かい家庭の雰
囲気を体験できるよう、県里親連合会の協力を得て行う事業です。
　
２ 委託期間　８月４日（土）～８月６日（月）
　
３ 申込方法及び申込先
　　三日里親に応募される人は、「三日里親申込書」に所定の事項を記入の上、子ども課へ
提出してください。（「三日里親申込書」は子ども課窓口にあります。）
　
４ 申込期間　６月１日（金）～６月15日（金）
　
５ 委託決定通知
　　三日里親として決定した人には、７月６日（金）までに県子ども相談センターから「子ども委託通知書」を発
送します。

子育て支援員研修を受講してみませんか
　子どもに関わる仕事に携わりたいと考えている人、子育て支援員研修を受講してみま
せんか？
　県内において、保育や子育て支援分野に従事することを希望する人ならどなたでも受
講できます。（受講費用は無料、研修資料代は別途徴収する場合があります。）
　平成27年度から毎年県が主催して研修を実施しています。受講申込みや日程の詳細
については、県公式ホームページにおいて掲載します。希望の人、興味のある人は研修
案内をご覧ください。
　
　岐阜県ホームページ　http://www.pref.gifu.lg.jp/index.html
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